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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】トンネル設備機器の総合的な点検を、点検漏れ
を起すことなく簡単且つ確実に行うトンネル設備機器の
点検装置を提供する。
【解決手段】トンネル設備点検装置１０の点検制御部２
６は、ＩＤ読取部２０によりトンネルに設置された消火
栓装置などの設備機器に設けたＩＤタグからＩＤ番号を
読取った場合に、データ格納部２８からＩＤ番号に対応
した点検リストデータ２７を読み出して表示部２２に表
示し、入力部２４から点検結果が入力された場合、点検
結果を対応する点検リストデータ２７に書込む。点検制
御部２６は、入力部２４から終了入力を受け且つＩＤ読
取部２０により設備機器のＩＤタグからＩＤ番号を再度
読取った場合に、点検終了と判別して点検リストデータ
２７から点検漏れの有無を判別し、点検漏れを判別した
場合は点検漏れ機器の点検情報を表示して点検結果の入
力書き込みを可能とする。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トンネル内に設置された設備機器に設けられたＩＤタグからタグコードを読み取るＩＤ
タグ読取部と、
　前記設備機器のＩＤタグに設定されたＩＤ番号に対応して所定の点検情報を格納したデ
ータ格納部と、
　前記データ格納部の点検情報を表示する表示部と、
　前記表示部に表示された点検情報に基づき前記設備機器の点検結果を入力する入力部と
、
　前記ＩＤ読取部により前記機器のＩＤタグからＩＤ番号を読取った場合に、前記データ
格納部から前記ＩＤ番号に対応した点検情報を読み出して前記表示部に表示し、前記入力
部から点検結果が入力された場合、前記点検結果を対応する点検情報に書込む点検制御部
と、
を設けたことを特徴とするトンネル設備点検装置。
【請求項２】
　請求項１記載のトンネル設備点検装置に於いて、前記点検制御部は、前記入力部から終
了入力を受け付けた場合に、点検終了と判別して前記点検情報から点検漏れの有無を判別
し、点検漏れを判別した場合は点検漏れの点検情報を表示して点検結果の入力書き込みを
可能とすることを特徴とするトンネル設備点検装置。
【請求項３】
　請求項１記載のトンネル設備点検装置に於いて、
　前記データ格納部は、前記点検情報として、前記設備機器に設けられている点検対象機
器を選択する点検メニューデータと、前記点検メニューデータの点検対象機器毎に、点検
項目と点検結果入力欄を配置した点検リストデータを格納し、
　前記点検制御部は、前記ＩＤ読取部により前記機器のＩＤタグからＩＤ番号を読取った
場合に、前記点検リストデータ格納部から点検メニューデータを読み出して前記表示部に
表示し、前記入力部から点検メニューデータの表示に基づく点検対象機器が入力された場
合に前記データ格納部から対応する点検リストデータを読み出して前記表示部に表示し、
前記入力部から前記点検リストデータの表示に基づく点検結果が入力された場合に対応す
る点検リストデータの点検結果入力欄に点検結果を書き込むことを特徴とするトンネル設
備点検装置。
【請求項４】
　請求項３記載のトンネル設備点検装置に於いて、
　前記点検リストデータの点検結果入力欄は正常と異常の選択釦を備え、前記点検制御部
は前記入力部から前記点検リストデータの表示に基づく前記正常又は異常の選択釦の操作
入力に基づき点検結果として異常又は正常を前記点検データの点検結果入力欄に書き込む
ことを特徴とするトンネル設備点検装置。
【請求項５】
　請求項３記載のトンネル設備点検装置に於いて、
　前記点検リストデータの点検結果欄は数値入力欄を備え、前記点検制御部は前記入力部
から前記点検リストデータの表示に基づき入力された数値データを前記点検データの数値
入力欄に書き込むことを特徴とするトンネル設備点検装置。
【請求項６】
　請求項１記載のトンネル設備点検装置に於いて、前記表示部及び入力部はタッチパネル
操作部を備えたディスプレイユニットであることを特徴とするトンネル設備点検装置。
【請求項７】
　請求項１記載のトンネル設備点検装置に於いて、前記点検制御部は、前記設備機器のセ
ンサに設けたＩＤタグから前記ＩＤ読取部でセンサ検出値を読取った場合、前記点検情報
に点検結果として前記センサ検出値を書き込むことを特徴とするトンネル設備点検装置。
【請求項８】
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　請求項１記載のトンネル設備点検装置に於いて、更に、設備機器を撮像する撮像装置を
備え、前記撮像装置で設備機器を撮像した場合に、前記ＩＤタグ読取部で読取った前記設
備機器のＩＤ番号を前記撮像装置に転送して撮像画像に対応付けすることを特徴とするト
ンネル設備点検装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、トンネル内に設置された消火栓設備などの設備機器の点検に使用するトンネ
ル設備点検装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、高速道路や自動車専用道路などのトンネルには、トンネルの規模に応じて消火栓
装置、水噴霧設備などの非常用設備を設置している。
【０００３】
　例えば消火栓装置は、トンネル内の側壁に沿って例えば５０メートル間隔で設置されて
おり、火災時には、筐体前面の消火栓扉を開いてノズル付きのホースを引き出し、消火栓
開閉レバーを開位置に操作して消火用水をノズルから放出するようにしている。また、消
火栓扉の横に配置されている消火器扉を開き、中に収納されている消火器を取り出して消
火薬剤を放出して消火作業を行うことができる。このようなトンネル内の非常用設備にあ
っては、非常時に確実に作動ができるように、定期的な点検作業により保守することが必
要である。トンネル内の非常用設備の点検方法は、現地で外観点検、機能点検、清掃作業
等を行い、個々の作業に対しての実施有無のチェックを行った後、その結果を点検報告書
としてデータに纏めている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－０１７４５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、このような従来のトンネル非常設備の点検にあっては、現地で行った外
観点検、機能点検、清掃作業といった点検項目について手作業で纏めて点検報告書を作成
していたため、点検項目の漏れ等のヒューマンエラーは確認をすることができない問題が
ある。
【０００６】
　また、点検で異常と判定された場合、何処のどの機器がどのような異常であったかの確
認がメモもしくは人間の記憶だけを頼りにすることになり、記憶が不鮮明の場合には点検
のやり直し等の無駄な作業が発生するとともに、再度交通規制をかけることとなり、点検
費用も嵩む問題が生ずる。
【０００７】
　本発明は、トンネル設備機器の総合的な点検を、点検漏れを起すことなく簡単且つ確実
に行うことができるトンネル設備点検装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、トンネル設備点検装置において、
　トンネル内に設置された設備機器に設けられたＩＤタグからＩＤ番号を読み取るＩＤタ
グ読取部と、
　設備機器のＩＤタグに設定されたＩＤ番号に対応して所定の点検情報を格納したデータ
格納部と、
　データ格納部の点検情報を表示する表示部と、表示部に表示された点検情報に基づき設
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備機器の点検結果を入力する入力部と、
　ＩＤ読取部により機器のＩＤタグからＩＤ番号を読取った場合に、データ格納部からＩ
Ｄ番号に対応した点検情報を読み出して表示部に表示し、入力部から点検結果が入力され
た場合、点検結果を対応する点検情報に書込む点検制御部と、
を設けたことを特徴とする。
【０００９】
　ここで、点検制御部は、入力部から終了入力を受けた場合に、点検漏れを判別した場合
は点検漏れ機器の点検情報を表示して点検結果の入力書き込みを可能とする。
【００１０】
　データ格納部は、点検情報として、設備機器に設けられている点検対象機器を選択する
点検メニューデータと、点検メニューデータの点検対象機器毎に、点検項目と点検結果入
力欄を配置した点検リストデータを格納し、点検制御部は、ＩＤ読取部により機器のＩＤ
タグからＩＤ番号を読取った場合に、点検データ格納部から点検メニューデータを読み出
して表示部に表示し、入力部から点検メニューデータの表示に基づく点検対象機器が入力
された場合にデータ格納部から対応する点検リストデータを読み出して表示部に表示し、
入力部から点検リストデータの表示に基づく点検結果が入力された場合に対応する点検デ
ータの点検結果入力欄に点検結果を書き込む。
【００１１】
　点検リストデータの点検結果入力欄は正常と異常の選択釦を備え、点検制御部は入力部
から点検データの表示に基づく正常又は異常の選択釦の操作入力に基づき点検結果として
異常又は正常を点検データの点検結果入力欄に書き込む。
【００１２】
　点検データの点検結果欄は数値入力欄を備え、点検制御部は入力部から点検データの表
示に基づき入力された数値データを点検データの数値入力欄に書き込む。
【００１３】
　点検制御部は、設備機器のセンサに設けたＩＤタグからＩＤ読取部でセンサ検出値を読
取った場合、点検情報に点検結果としてセンサ検出値を書き込む。
【００１４】
　トンネル設備点検装置は、設備機器を撮像する撮像装置を備え、撮像装置で設備機器を
撮像した場合に、ＩＤタグ読取部で読取った設備機器のＩＤ番号を撮像装置に転送して撮
像画像に対応付けすることもできる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、トンネル内に設置された設備機器に設けられたＩＤタグの読み取りを
行わせてＩＤ番号に対応する点検情報を読出し表示して点検結果の入力を可能とするため
、常に点検情報を確認しながら点検結果をその場で入力することができ、メモや記憶に頼
ることなく確実に点検結果を保存することができる。
【００１６】
　またトンネル内に設置された設備機器の点検時において、点検漏れがあった場合には漏
れた項目を表示するので、設備機器の総合的な点検を点検項目の漏れがなく確実に行うこ
とができる。
【００１７】
　また、トンネル設備点検装置に格納した点検情報は、点検後に管理用コンピュータなど
に転送することにより、点検報告書の作成が正確且つ簡単にできる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明によるＩＤタグを利用したトンネル設備点検装置を示した説明図
【図２】図１に示したトンネル設備点検装置を示したブロック図
【図３】トンネル設備点検装置に格納した手動通報装置の点検リストデータを示した説明
図
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【図４】トンネル設備点検装置に格納した消火器の点検リストデータを示した説明図
【図５】トンネル設備点検装置に格納した消火栓の点検リストデータを示した説明図
【図６】トンネル内に設置された消火栓装置を示した説明図
【図７】図３の消火栓装置の扉を開けた内部を示した説明図
【図８】本発明によるトンネル設備点検装置での点検フローチャート
【図９】トンネル設備点検装置のタグＩＤ読取画面を示した説明図
【図１０】トンネル設備点検装置の点検メニューを示した説明図
【図１１】トンネル設備点検装置における手動通報装置の点検項目を示した説明図
【図１２】トンネル設備点検装置における消火器の点検項目を示した説明図
【図１３】トンネル設備点検装置における消火器外観異常の点検項目を示した説明図
【図１４】トンネル設備点検装置における消火栓の点検項目を示した説明図
【図１５】トンネル設備点検装置における消火栓動作の点検項目を示した説明図
【図１６】トンネル設備点検装置における動作異常の点検項目を示した説明図
【図１７】トンネル設備点検装置における異常内容の点検項目を示した説明図
【図１８】トンネル設備点検装置における点検漏れ表示の説明図
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　図１は本発明によるトンネル設備点検装置を示した説明図である。図１において、トン
ネル設備点検装置１０は、タッチパネルディスプレイ１２とキー入力部１４で構成されて
いる。表示はタッチパネルディスプレイ１２で行われ、点検項目や選択釦等を表示して指
で接触して入力を行う。キー入力部１４はテンキー及び電源オン・オフボタン等のキーが
備えられている。また、本実施形態のトンネル設備点検装置１０は電源として電池を内蔵
したハンディタイプであり、作業員が持ち歩くのに便利なように首紐１６を有している。
【００２０】
　図２は、トンネル設備点検装置１０の機能を説明するためのブロック図である。図２に
おいて、ＩＤタグ読取部２０は、点検制御部２６からの読み取り命令によりアンテナから
電波を送信し、トンネル内に設置された設備機器である例えば消火栓装置に設けられてい
るＩＤタグの機器情報、例えばＩＤ番号を読み取る。
【００２１】
　表示部２２は、点検項目格納部２８に記憶されている点検メニューや詳細な点検項目等
の表示や、点検リストデータ、確認のための釦等を表示する。本実施形態では、表示部２
２はタッチパネル式のディスプレを備えているため、点検リストデータにおける点検項目
の正常か異常かの選択釦による結果の入力が行える。
【００２２】
　入力部２２には、テンキー及び電源オン・オフボタン等のキーが備えられており、作業
者が、トンネル設備点検装置１０の電源をオンとして点検作業を開始し、点検リストデー
タに対する数値入力をテンキーから行う。
【００２３】
　点検項目格納部２８は、フラッシュメモリなどの不揮発メモリで構成され、点検リスト
データ２７が格納されており、この点検リストデータ２７には、トンネル設備点検装置１
０のＩＤ番号と、そのＩＤ番号を有する装置の点検項目と点検結果入力欄が配置されてい
る。
【００２４】
　点検制御部２６は、演算部とプログラム記憶部（ＲＯＭ）などを備えたプロセッサで構
成され、プログラム記憶部に格納されたプログラムと演算部の演算機能により各種命令を
発生し、トンネル設備点検装置１０の機能を制御して動作を行わせる。点検制御部２６か
らの命令により、ＩＤタグ読取部２０により機器のＩＤタグからＩＤ番号を読取った場合
に、点検項目格納部２８からＩＤ番号に対応した点検情報である点検リストデータ２７を
読み出して表示部２２に表示し、入力部２４から点検結果が入力された場合、点検結果を
対応する点検リストデータ２７に書込む。
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【００２５】
　また点検制御部２６は、入力部２４から終了入力を受け且つＩＤタグ読取部２０により
機器のＩＤタグからＩＤ番号を再度読取った場合に、点検終了と判別して点検リストデー
タ２７から点検漏れの有無を判別し、点検漏れ無しを判別した場合は点検を終了させ、点
検漏れを判別した場合は点検漏れ機器の点検情報として点検項目を表示して点検結果の入
力書き込みを可能とする。
【００２６】
　入出力インタフェース２５は点検項目格納部２７に対する外部の管理用パーソナルコン
ピュータ等からの点検リストデータ２７の格納と、点検完了後に点検報告書を作成するた
めの管理用パーソナルコンピュータ等への点検結果が格納された点検リストデータ２７の
出力などを行う。なお、入出力インタフェース部２５の代わりにＵＳＢメモなどの着脱自
在なメモリ装置を使用しても良い。
【００２７】
　図３は、点検リストデータ２７の一例であり、消火栓装置のＩＤ番号と消火栓装置に設
けられている手動通話装置の点検項目からなっている。点検項目は、外観／清掃、赤色表
示灯、応答ランプと電話ジャックがある。
【００２８】
　点検リストデータ２７は点検管理用コンピュータなどに予め準備されており、トンネル
点検作業の際に、トンネル番号などの指定により読み出され、図２に示した入出力インタ
フェース部２５を介して点検項目格納部２８に格納される。点検リストデータ２７は初期
状態でＩＤ番号と手動通報装置の点検項目のみが設けられており、点検結果入力欄は空欄
となっている。
【００２９】
　また図３は消火栓装置のＩＤ番号＝００１～００５に示す５台の消火栓装置に設けた手
動通話装置の点検が終了したときの点検リストデータを示しており、○印は正常、×印は
異常であるとの点検結果が示されている。
【００３０】
　図４は、図２の点検項目格納部２８に格納された消火器の点検リストデータ２７の例を
示している。
点検リストデータ２７は、消火栓装置のＩＤ番号と消火栓装置に設けられている消火器の
点検項目からなっている。点検項目は、外観／清掃、数量、格納箱、端子ボックスがあり
、更に備考として消火栓装置に収納している２台の消火器のロット番号と有効期限を配置
している。また図４は消火栓装置のＩＤ番号＝００１～００５に示す５台の消火栓装置に
設けた消火器の点検が終了したときの点検リストデータを示しており、○印は正常、×印
は異常であるとの点検結果が格納され、更に、ＩＤ番号＝００３の外観／清掃については
異常内容として「塗装剥離」が格納されている。
【００３１】
　図５は、図２の点検項目格納部２８に格納された消火栓の点検リストデータ２７の一例
であり、消火栓装置のＩＤ番号と消火栓の点検項目からなっている。点検項目は、外観／
清掃、動作、放射圧力がある。外観／清掃と動作は、正常か異常かの○×データに加え、
異常を示す×データについては「ノズル　ゴミ詰まり」のように異常内容を入力できる。
また放水圧力は実際に点検測定した放射圧力を、テンキーを使用して数値で入力できる。
【００３２】
　図６は本発明によるトンネル設備点検装置１０で点検する消火栓装置３０の実施形態を
示した正面図である。図６において、消火栓装置３０は、ＩＤタグ３１を備え、予め定め
たＩＤ番号が記憶されている。消火栓装置３０の構造は、消火栓側の筐体３２－１と消火
器側の筐体３２－２に分割されており、前面に化粧枠３４－１，３４－２を装着し、筐体
３２－１，３２－２に対し必要な機器及び部材を組付けた後に側面同士を連結固定した状
態である。この状態でトンネル現場に搬入して架台３１上に設置している。
【００３３】
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　筐体３２－１側には、消火栓扉３８と保守扉４２が設けられており、その内部がホース
収納空間及びバルブ類収納空間となっている。
【００３４】
　消火栓扉３８は、ハンドル４０を手前に引いてロック機構の磁気吸着ロックを外すこと
で斜め下向きの開放位置に開放される。
【００３５】
　消火栓扉３８の上部に保守扉４２が設けられており点検時に消火栓扉３８を開放した後
に保守扉４２の下端を手前に引くことで上方に開くことができる。
【００３６】
　筐体３２－２の右側には通報装置扉４４が設けられ、ここに赤色表示灯４６、発信機４
８、及び応答ランプ５０を設けている。赤色表示灯４６は常時点灯し、消火栓装置３０の
設置場所が遠方からも分かるようにしている。火災時には、発信機４８を押すと、発信信
号が監視室の火災受信機に送信されて火災警報が出され、これに伴い応答信号が火災受信
機から送られて、応答ランプ５０を点灯するようにしている。
【００３７】
　筐体３２－２の左側には消火器扉５２が設けられ、消火器扉５２に対応した筐体３２－
２の内部を消火器収納空間とし、例えば２本の消火器５７を収納している。消火器扉５２
にはハンドル５４が設けられ、ハンドル５４を手前に引くとマグネットによるロックが外
れ、消火器扉５２は左側を回動軸として前方に開くことができる。また、消火器扉５２の
下側には覗き窓５５が設けられ、外部から消火器５７の収納状態の有無を確認できるよう
にしている。
【００３８】
　図７は図６の実施形態について筐体３２－１側の消火栓扉を外し、保守扉４２は上向き
に開いてステー４７で開状態に支持した状態、及び、消火器扉５２を開いて内部構造を示
した正面図である。
【００３９】
　図７において、保守扉４２は、消火栓装置３０の保守以外には通常閉じられており、消
火作業時も閉められたままで消火栓扉３８のみ開放される。
【００４０】
　筐体３２－１の左側にはホース収納空間５６が形成され、右側にバルブ類収納空間５８
を形成している。ホース収納空間５６には、その周囲を囲んでホース６４を押えるバケッ
トフレーム６０が設けられている。
【００４１】
　バケットフレーム６０の構造は、横２本、縦２本のフレームを組み合わせており、略中
央となる位置にホース取出口６５となる仕切りを形成している。
【００４２】
　バケットフレーム６０及び筐体内壁で囲まれたホース収納空間５６には、先端部にノズ
ル６８を備えたホース６４が内巻きして収納されている。ここで、右側のバルブ類収納空
間５８の下部にはホース接続口６６が配置されており、ホース接続口６６にホース６４の
１次側を接続した後、ホース６４をホース収納空間５６に巻き込むことになるが、この場
合のホース６４の巻き込みは、手前から見て右巻きとなるように巻き込んでいる。
【００４３】
　筐体３２－１に設けたホース収納空間５６の右側に配置したバルブ類収納空間５８には
、ポンプ設備からの配管が接続される消火栓接続口７１からホース接続口６６に至る配管
系統に、給水弁７２、消火栓弁、自動調圧弁、自動排水弁、及びメンテナンス装置８０を
設けている。
【００４４】
　なお、発信機４８と応答ランプ５０の間には、電話機ジャック５１が設けられている。
【００４５】
　次に、このようなトンネル内に設けた消火栓装置３０をトンネル設備点検装置１０で点
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検する手順について述べる。
【００４６】
　図８は、トンネル設備点検装置１０による点検フローチャートであり、図２に示した点
検制御部２６による点検処理となる。なお、トンネル設備点検装置１０の点検項目格納部
２８には管理用コンピュータ等に接続して転送した点検を行おうとするトンネルの点検結
果入力欄が空欄となっている点検リストデータ２７が予め格納されている。
【００４７】
　図８において、トンネル設備点検装置１０の電源オンにより、ステップＳ１に示すよう
に表示画面にＩＤタグの読み取り操作を表示する。続いてステップＳ２でＩＤタグの読み
取り操作を判別するとステップＳ３に進み、トンネル設備点検装置１０からＩＤタグの読
み取り信号を送信してＩＤ番号を読み取り、ステップＳ３で点検項目格納部２７に格納し
ている点検リストデータ２７にあるＩＤ番号との照合を行い、一致認証が得られるとステ
ップＳ４でＩＤ番号に対応した機器、例えば消火栓装置の点検メニューを表示画面に表示
する。
【００４８】
　続いて点検メニューの選択入力を監視しており、作業者が点検メニューから点検対象を
選択して入力すると、ステップＳ６に進んで表示画面に選択した点検対象の点検項目と正
常か異常かを入力するためのアイコンを表示する。この状態で機器の点検が行われ、ステ
ップＳ７で点検結果に基づく正常キーの入力の有無を判別しており、正常キーの入力を判
別するとステップＳ８に進み、点検リストデータの対応する点検項目に点検結果として正
常を記憶する。
【００４９】
　またステップＳ１０で点検結果に基づく異常キーの入力の有無を判別しており、異常キ
ーの入力を判別するとステップＳ１１に進み、点検リストデータの対応する点検項目に点
検結果として異常を記憶する。
【００５０】
　全ての点検項目を点検した場合はメニュー表示の切替えが行われることから、これをス
テップＳ９で判別し、ステップＳ４に戻ってメニューを表示し、ステップＳ５で次のメニ
ュー選択入力を待って同様な処理を繰り返す。
【００５１】
　点検メニューを全て実行した場合は、終了キーを押して機器ＩＤタグの読取り操作を行
うことから、ステップＳ１２で終了キー入力ありを判別するとステップＳ１３に進み、Ｉ
Ｄタグ読取り操作を判別するとステップＳ１４に進み、ステップＳ３と同様に機器のＩＤ
番号を読取って認証する。次に、ステップＳ１５に進み、読み取ったＩＤ番号に対応する
機器の全点検項目の入力完了の有無をチェックし、点検漏れがあることで未完了を判別し
た場合はステップＳ１７に進んで点検漏れとなっている点検項目を表示画面に表示して、
ステップＳ５に戻って再び点検メニューの選択入力を待ち、点検漏れの項目を点検可能と
する。点検漏れが無かった場合は、点検処理を終了する。
【００５２】
　以上、トンネル設備点検装置１０による点検作業の流れをフローチャートで説明したが
、さらに、詳細をトンネル設備点検装置１０の表示画面と共に以下に説明する。
【００５３】
　図９は、トンネル設備点検装置１０の電源をオンとしたときの画面表示である。タッチ
パネルディスプレイ１２には、初期画面として、ＩＤ認証を行うように指示する表示１０
２と、トンネル設備点検装置１０からタグ読み取り信号を送信するための送受信釦１０４
が表示されている。送受信釦１０４を押すことから点検作業が開始される。
【００５４】
　キー入力部１４は、テンキーと電源キー１４－１の他、テンキー入力で表示された数値
の入力操作を行うＥＮＴＥＲキー１４－２と、テンキー入力で表示された数値をクリアす
るＣｌｅａｒキー１４－３を備えている。
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【００５５】
　図１０は、点検対象となる消火栓装置のＩＤ認証後に点検メニュー１０５が表示された
画面である。点検メニュー１０５として表示されているのは、手動通報装置釦１０６、消
火器釦１０８、消火栓釦１１０、給水栓釦１１２と終了釦１１４である。それぞれの点検
対象となる釦を押して点検をして、全ての点検が終了すると終了釦１１４を押す。
【００５６】
　図１１は、点検対象として手動通報装置を選択したときの表示画面である。手動通報装
置アイコン１１６と、その点検項目として外観／清掃１１８、赤色表示灯１２０、発信機
起動１２２、応答ランプ１２４と電話ジャック１２６を表示している。それぞれの点検項
目には、点検結果を入力する正常入力釦と異常入力釦が設けられ、点検結果によりいずれ
かの釦を押して結果を入力する。点検項目が終了した場合は、メニュー釦１２８を押し、
メニュー画面に戻り、他の点検対象を選択して点検する。
【００５７】
　図１２は、消火器の点検項目が表示された画面である。消火器アイコン１３０に、点検
項目として外観／清掃１３２、消火器数量１３４、消火器格納箱１３６と端子ボックス１
３８が表示され、それぞれの点検項目に対し正常入力釦と異常入力釦を設けている。
【００５８】
　図１３は、消火器の点検で、外観異常が発見された場合に、図１２の点検項目の中の外
観／清掃１３２について異常入力釦を押したときの表示画面である。この表示画面は、消
火器外観異常アイコン１４０に、異常状態を、腐食１４２、塗装剥離１４６、期限切れ１
４８及び放射済１５０として表示しており、それぞれの異常状態に正常入力釦と異常入力
釦が配置され、異常入力釦を操作することで異常原因を入力することができる。なお、正
常か異常かに係わらず図１２の外観／清掃１３２を操作すると、その点検項目である図１
３の画面が表示されて、腐食１４２等の点検項目を一つずつ点検することもできる。
【００５９】
　図１４は、図１０の点検メニューとして消火栓を選択した場合の表示画面である。この
表示画面には、点検対象が消火栓であることを示す消火栓アイコン１５４と、点検項目で
ある外観／清掃１５６と動作１５８が表示され、それぞれの点検項目に対し正常入力釦と
異常入力釦を設けている。
【００６０】
　図１４の表示画面で動作点検１５８の正常入力釦もしくは外観／清掃１５６枠内を操作
した場合には、図１５に示す消火栓の放射圧力入力画面が表示される。消火栓の点検にあ
っては、図７に示したノズル６８が先端についたホース６４を引き出してノズル６８から
の放射圧力を圧力計で測定する。他に簡易的な放射試験として、メンテナンス装置８０に
、試験ノズルと圧力計を設けた試験ホースを試験治具として接続し、消火栓弁開閉レバー
８４を開位置に操作して試験放水を行い、圧力計で放射圧力を測定することもできる。
【００６１】
　このため図１５の放射圧力入力画面では、消火栓動作アイコン１６０と放射圧力を入力
するアイコン１６２が表示され、圧力の入力部に測定した圧力をテンキーから入力して表
示し、ＥＮＴＥＲキー１４－２を押すと入力した圧力を点検リストデータに書き込み記憶
する。
【００６２】
　この場合、試験治具に圧力センサを設け、圧力センサにＩＤ通信が可能な機能が備えら
れている場合は、圧力をＩＤ読取部２０で読み取り、自動的に入力することも可能である
。放射圧力の測定及び入力後は、前画面釦１５２を押して、図１４の前画面に戻る。
【００６３】
　図１６は、図１４の表示画面で消火栓について動作１５８の異常入力釦を操作した場合
の表示画面である。この画面には、異常動作アイコン１６４と、異常部品を示すノズル釦
１６６、消火栓弁釦１６８、ホース釦１６７、調圧弁釦１６９及び放射圧力の測定値入力
用アイコン１７０が表示される。
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【００６４】
　図１６で例えばノズル釦１６６を操作したとすると、図１７に示す表示画面となり、異
常内容表示アイコン１７２と共に、異常原因である腐食１７４、損傷１７６とゴミ詰まり
１７８が表示され、それぞれ有釦と無釦が配置され、有釦を操作することで、異常の原因
が入力される。点検結果の入力後は、前画面釦１５２を押して前画面に戻る。なお、図１
４の動作１５８を操作した際に、図１６、図１７に示すような動作の点検項目が表示され
るようにして、表示される点検項目の順に点検を行える様にして、点検忘れをなくし、点
検効率を高めるようにしてもよい。
【００６５】
　図１８は、消火栓装置について全ての点検作業が完了した後に、例えば図１０のメニュ
ー画面の状態で消火栓装置にトンネル設備点検装置１０をかざして終了釦１１４を押すこ
とにより、消火栓装置のＩＤ番号を再度読み取った際に、点検漏れがあった場合の表示画
面である。
【００６６】
　点検漏れがあると、点検漏れアイコン１８０により点検漏れがあったことを表示し、点
検漏れ項目である消火栓釦１８２を示している。この表示により、作業者は点検漏れ項目
がチェックでき、消火栓釦１８２を押すことで図１４の消火栓点検画面に切り替わって点
検漏れの項目を点検することができる。このために作業者は、点検漏れなく作業が行える
こととなる。
【００６７】
　点検漏れが無い場合は、点検漏れを示す項目釦が表示されず、作業者は表示されている
終了釦１８４を押して、点検した消火栓装置３０の点検作業を終了する。終了釦１８４を
押すと、トンネル設備点検装置１０の表示画面は、再び、図９に示した画面となり、新た
な消火栓装置の点検を行うことができる。
【００６８】
　また本発明の他の実施形態として、トンネル設備点検装置１０にデジタルカメラなどの
撮像装置を連携させるようにしても良い。即ち、消火栓装置の点検時にデジタルカメラで
点検対象とする消火栓装置を撮影し、トンネル設備点検装置１０のＩＤタグ読取部２０で
読取った消火栓装置に設けたＩＤタグのＩＤ番号をデジタルカメラに転送して撮像画像に
対応付けする。デジタルカメラはトンネル設備点検装置１０と別体としても良いし、一体
としても良い。
【００６９】
　このようにトンネル設備点検装置１０とデジタルカメラを連携させることで、トンネル
設備点検装置１０で作成した点検リストデータに基づき管理用コンピュータなどで作成す
る点検報告書に点検項目に対応した画像情報を含めることができ、点検報告書をより判り
易いものとすることができる。
【００７０】
　なお、上記の実施形態はトンネル非常用設備として設けた消火栓装置の点検を例にとる
ものであったが、本発明は、これに限定されず、水噴霧設備の自動弁装置などの適宜の非
常設備の点検を同様にして行うことができる。
【００７１】
　また非常用設備以外にトンネル常用設備である照明装置や換気装置などの点検について
も同様に行うことができる。
【００７２】
　また、トンネル設備点検装置１０のキー入力部１４はタッチパネルディスプレイ１２内
に表示させて全てタッチパネル上でキー入力するようにしても良い。
【００７３】
　また、タッチパネルディスプレイ１２の正常、異常ボタンを別個に設けているが、同じ
位置に表示して、操作する度に正常と異常が切り替わる表示としてもよい。
【００７４】
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　また、点検終了操作を受け付けたときに、全ての点検項目が終了したか確認するように
しているが、これに限らず、点検途中においても、まだ完了していない点検項目を確認表
示できるように確認ボタンを設けても良い。
【００７５】
　また、本発明は上記の実施形態に限定されず、その目的と利点を損なうことのない適宜
の変形を含み、更に上記の実施形態に示した数値による限定は受けない。
【符号の説明】
【００７６】
１０：トンネル設備点検装置
１２：タッチパネルディスプレイ
１４：キー入力部
２０：ＩＤタグ読取部
２６：点検制御部
２２：表示部
２４：入力部
２５：入出力インタフェース部
２６：点検制御部
２７：点検リストデータ
２８：点検項目格納部
３０：消火栓装置
３１：ＩＤタグ
３８：消火栓扉
４２：保守扉
５２：消火器扉

【図１】 【図２】
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【図１３】 【図１４】
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【図１７】 【図１８】
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